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～ 令和５年４月施行の基準法の改正内容について ～ 

 

令和４年６月 1 7 日に公布された改正建築基準法で、１年以内に施行するものと 

されていた部分及び、近年の社会経済情勢の変化等に鑑み改正が行われた建築基準 

法施行令等について、次の事項が令和５年４月１日から施行されました。 
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①  住宅の採光規定の見直し 

②  住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設 

③  建築物の構造上やむを得ない場合における形態規制の特例許可の拡充 

④  一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充 

⑤  倉庫等に設ける一定の軒等に係る建蔽率規制の合理化 

⑥  定期調査報告等の対象の見直し 

⑦  中央管理方式の空気調和設備等に係る基準の見直し 

⑧  階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化（令第１０７条関係） 

⑨  採光無窓居室から直通階段までの歩行距離制限等の合理化 
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① 住宅の採光規定の見直し（法第２８条関係） 

 

・住宅の居室における開口部の採光に有効な面積は、床面積の１／７以上としなければならない 

   ⇩ 

・原則として１／７以上としつつ、床面において５０ルックス以上の照度を確保することができる照明

設備を設置する居室にあっては、１／１０まで緩和が可能（各界平面図等に照明設備の位置及び５０

ルックス以上の照明設備を設置する旨の明示が必要） 
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② 住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設 

（法第５２条第６項関係） 

 

・高効率給湯設備を対象とした法第５２条第１４項第１号の規定に基づく許可の実績が蓄積 

   ⇩ 

 ・一定の要件を満たすものについては、建築審査会の同意を不要（用途は住宅又は老人ホーム等に限

る） 
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③ 建築物の構造上やむを得ない場合における形態規制の特例許可の拡充 

（法第５２条、第５３条、第５５条及び第５８条関係） 

 

・既存建物の省エネ性能向上のための改修工事等により、各形態規制の制限を超えてしまう場合 

   ⇩ 

 ・建築物の構造上やむを得ない場合には、市街地環境を害しないものに限り、特定行政庁が特例許可

を行うことで、必要最小限の範囲で制限を超えることが可能（法第５４条（外壁の後退距離）、法

第５６条（斜線制限）、法第５６条の２（日影規制）は対象外） 
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④ 一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充 

（法第 86 条、第 86 条の 2 及び第 86 条の 4 関係） 

 

・断熱改修、防火改修又は耐震改修などの、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合についても、

特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の認定等をした場合には、一団地の総合的設計

制度等を活用することが可能となった（無接道の既存不適格建築物の救済による市街地の安全性の向

上） 
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